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(証券コード：6996)

平成29年６月８日

株 主 各 位
京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

代表取締役社長 吉 田 茂 雄

第82回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第82回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によ
り議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご
検討くださいまして、平成29年６月28日（水曜日）午後５時15分までに議決権を行使し
てくださいますようお願い申し上げます。

【書面の郵送による議決権行使の場合】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。
【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】
　後記の「インターネット等による議決権行使について」をご確認くださいますようお
願い申し上げます。

敬　具
記

１．日　　時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時00分
２．場　　所 京都市上京区烏丸通上長者町上ル 御所西京都平安ホテル ２階
３．目的事項

報 告 事 項 1.第82期 (
平成28年４月１日から

平成29年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならび

に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第82期 (
平成28年４月１日から

平成29年３月31日まで) 計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nichicon.co.jp/）
に掲載させていただきます。
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 インターネット等による議決権行使について

１．インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項

 　議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使し

ていただきますよう、お願い申し上げます。

 １）インターネットによる議決権行使は、当社が指定するインターネットウェブサイ

ト（下記URLをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。

なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただ

けませんのでご了承ください。インターネットにより、議決権を行使される場合

は、本書と同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パ

スワード」が必要となります。

 ２）今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効

です。次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いた

します。

 ３）インターネットによる議決権行使は、平成29年６月28日（水曜日）午後５時15分

までに行使されますようお願いいたします。

 ４）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネ

ットの行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

 ５）インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、 後の行使を有効なも

のとしてお取扱いいたします。

 ６）インターネット接続に係る費用は、株主様のご負担となります。

２．インターネットによる議決権行使の具体的方法

 １）当社指定のURL「http://www.it-soukai.com」にアクセスしてください。

 ２）同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてロ

グインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確

保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

（ご注意）

・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、

パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロッ

クされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行

っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。
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３．お問い合わせ先について

 １）議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

 みずほ信託銀行　証券代行部

 ・電話番号　0120-768-524（フリーダイヤル）

 ・受付時間　午前９時～午後９時（土日休日を除く）

 ２）上記１）以外の住所変更等に関するお問い合わせ先

 みずほ信託銀行　証券代行部

 ・電話番号　0120-288-324（フリーダイヤル）

 ・受付時間　午前９時～午後５時（土日休日を除く）

〈機関投資家の皆様へ〉
　当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投
資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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添付書類

事　業　報　告

( 平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、年央は為替が円高で推移したものの、堅
調な輸出に支えられ緩やかな回復基調が続きました。海外においては、米国経済は、
好調な企業業績に加えて個人消費も底堅く推移し、緩やかな拡大基調が続きました。
欧州経済は、英国のＥＵ離脱採択の影響が限定的であったことなどにより、景気は
回復基調となりました。一方、中国や新興国経済は、力強さを欠く状況が継続しま
した。
　当社グループが関連する市場においては、中国経済減速の影響などによりインバ
ータ機器向けの売上に伸び悩みが見られましたが、電装化の進展により自動車関連
機器向けの需要が伸長しました。また、エネルギー、環境関連分野への関心の高ま
りを受け、環境関連市場は引き続き堅調に推移しました。
　このような状況において当社は、IoTやAIなど、新たなキーテクノロジーによって
多様化する重点4市場「エネルギー・環境・医療機器」「自動車・車両関連機器」
「白物家電・産業用インバータ機器」「情報通信機器」に引き続き注力しました。
コンデンサ事業におきましては、高い成長が期待できる自動車・産業機器向けに、
自動車市場で求められる耐振動化、高温度化、低ESR化に対応した新製品とハイブリ
ッドアルミ電解コンデンサの開発を行い、産業機器向けには、機器の小型化に貢献
する業界 小サイズの新製品や業界 高の高耐電圧化を実現した新製品を開発・導
入しました。
　また、NECST(Nichicon Energy Control System Technology)事業を当社の経営の
新たな柱にすべく注力しました。来る蓄電新時代に向け、NECST事業の主力製品であ
る家庭用蓄電システム「ホーム・パワー・ステーション」については、蓄電技術の
リーディングカンパニーとして電力の地産地消に 適なハイブリッド蓄電システム
を市場投入する一方で大容量でコストパフォーマンスに優れた単機能蓄電システム
をラインアップに加え、幅広いニーズに対応しました。EV関連についてはEV普及期
に向けて、V2Hシステム「EVパワー・ステーション」にアドバンスモデルを加えると
ともに充電インフラに貢献する急速充電器のラインアップの強化を行いました。
　これらの結果、当連結会計年度の売上高は1,004億１百万円と前期比8.6％の減収
となりました。また、利益につきましては、営業利益は30億１千９百万円と前期比
36.8％の減益、経常利益は為替差益が９億３千万円発生し47億５千万円と前期比
9.5％の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は26億２千３百万円(前連結会計年
度は５億９千１百万円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
　製品区分別売上高につきましては、電子機器用は、自動車向けコンデンサは堅調
であったものの、家電機器・インバータ向けなどの売上が減少したことなどにより
656億６千２百万円と前期比5.8％の減収となりました。
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　電力・機器用及び応用機器は、装置品の売上が堅調に推移したものの、主として
電力・機器用コンデンサの売上が減少したことなどにより114億３千４百万円と前期
比3.5％の減収となりました。
　回路製品は、各種電源および家庭用蓄電システムの売上が減少したことなどによ
り225億４千４百万円と前期比17.8％の減収となりました。
　海外売上高につきましては、アジアにおいて家電機器向けなどの売上が減少した
ことなどにより前期比9.3％の減収となりました。また、国内市場については、自動
車関連機器向けの売上が堅調に推移しましたが、家庭用蓄電システムなどの回路製
品が減少したことにより前期比7.6％の減収となりました。これらの結果、連結売上
高に占める海外売上高の割合は、前期比0.5ポイント下降し57.4％となりました。
　なお、当社グループの製品区分別売上高は、次のとおりであります。

区 分

第81期
（平成28年３月期）

第82期（当期）
（平成29年３月期）

前期比

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

電 子 機 器 用 69,669 63.4 65,662 65.3 △4,007 △5.8

電 力 ・ 機 器 用
及 び 応 用 機 器

11,853 10.8 11,434 11.4 △418 △3.5

回 路 製 品 27,433 25.0 22,544 22.5 △4,889 △17.8

そ の 他 859 0.8 760 0.8 △99 △11.6

合 計 109,815 100.0 100,401 100.0 △9,414 △8.6

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度では、新規事業の成長を見据えた技術・開発投資および当社のコ
ア事業の強化のための戦略的投資に加え、東京地区の拠点統合に伴う不動産の取得
などにより74億８千６百万円の設備投資を実施しました。

(3) 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題
近時の社会・環境変化として、新興国を中心とした人口増加と先進国を中心にし

た少子高齢化、このような変化が引き起こす社会が抱える問題として、エネルギー
問題、環境問題、高齢者向けをはじめとする高度医療対応のニーズなどが大きくな
ってきました。当社はこれらの社会が抱える問題解決に向けていち早く着目し、パ
ワーエレクトロニクス分野、エネルギー・環境分野および高度医療分野において新
たな価値創造を行ってきました。
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①　成熟するコンデンサ事業への対処
当社の基幹ビジネスであるコンデンサ事業は全体としては成熟市場であるもの

の、自動車関連ではADAS（Advanced Driver Assistance System）や自動運転、そ
してパワーエレクトロニクス分野におけるIoTとの融合やAIによるロボットの進
化など成長の期待できる分野が注目されており、引き続き自動車・車両関連機器
市場、白物家電・産業用インバータ機器市場やエネルギー・環境市場に向けた新
製品の導入と拡販により事業の安定的な拡大を図っていきます。

②　NECST事業の拡大
エネルギー・環境問題の解決のためにクリーンエネルギー社会の創造が求めら

れることに着目、家庭用蓄電システムをいち早く市場導入し、当期末には累計販
売台数 36,000台を達成し、業界を牽引しています。クリーンエネルギーの地産地
消が進み、近い将来一家に一台の蓄電システムという時代を見据え、リーディン
グカンパニーとして事業を大きく成長させていきます。
当社はエコカーの普及拡大を見据え、早くからEV用車載充電器、急速充電器や

V2H（Vehicle to Home）システムを市場導入してきました。中国などにおいて一
気にEV・PHVの市場が立上ってきており、欧州市場でのディーゼルエンジンからの
EVシフトが鮮明になるなど、EV環境関連市場は著しい拡大が見込めます。EVの大
容量バッテリーやFCVから、家庭へ電力を供給する世界初のV2Hシステムにより、
EVやFCVに「暮らしの電源」という新たな価値をプラスして、その普及拡大を推進
していきます。

先端の医療分野では、理化学研究所のＸ線自由電子レーザー施設「SACLA」の
心臓部を支える超高精度電源技術を応用した加速器用電源が癌の粒子線治療装置
にも採用されています。

③　人材育成／産学連携
当社では「人」こそ 大の経営資源であり、会社のエネルギーであるとの観点

に立ち、人材面での基盤強化を重視しています。そのため当社では、立命館大学
との連携によるMOT（Management of Technology）教育を通じて、将来の技術経営
を担う人材をこれまで300名以上育成してきました。この教育プログラムから
NECST事業のいくつかの製品開発に結実しております。
エネルギーの地産地消とスマート社会の創造に寄与することを目的にスタート

した東京大学生産技術研究所との包括的な産学連携研究協力協定など研究開発活
動も積極的に推進しています。本協定では、既存技術の延長線上では到達できな
い画期的な新技術・新工法を用いた次世代デバイスの開発と、SiCなどのパワー半
導体をこれまでより高い周波数で駆動する小型・高機能の次世代NECST製品の開発
により、新たな価値創造を行うとともに、新規ビジネスの立ち上げを担う人材の
育成も行っています。

④　コンプライアンスの徹底
これらの成長戦略に加え、コンプライアンスの徹底を図るとともに、業務の適

正を確保するための体制ならびに財務報告の信頼性を確保するための体制を充実
させ、一層の内部統制の整備・運用を推進し、企業価値の向上を目指してまいり
ます。
なお、当社および当社の一部の海外販売子会社は、平成26年３月以降、アルミ

電解コンデンサおよびタンタル電解コンデンサの販売に関し、過去に独占禁止法
および各国競争法に違反していた疑いがあるとして、公正取引委員会ならびに米
国およびEUをはじめとした海外競争当局から調査を受けていました。
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当社は、平成28年３月、日本の公正取引委員会より、排除措置命令および課徴
金納付命令を受け、同年９月、各命令における認定および判断を不服として取消
訴訟を提起し、現在も審理が継続中です。
また、平成27年12月には、当社の子会社であるニチコン(香港)リミテッドが、

台湾公平交易委員会から制裁金を課す旨の処分を受け、平成28年２月、同処分に
おける認定および判断を不服として行政訴訟を提起し、現在も審理が継続中です。
なお、上記課徴金および制裁金につきましては、延滞金を付されるリスクなど

を回避するべく、いずれも納付期限内に全額を支払い済みです。その他の海外競
争当局による調査については現在も継続中であり、当社および当社グループ会社
は、引き続きこれらの調査に協力してまいります。また、本件に関連して、米国
およびカナダにおいて、クラスアクション（集団訴訟）が提起されており、引き
続き適切にこれに対応します。
これら一連の件につきましては、株主の皆様をはじめ、お客様や関係者の皆様

に多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
当社は、上述のとおり、上記各命令および処分における認定および判断には誤

りがあると考えており、引き続き、裁判所による公正な判断を求めてまいります
が、競争法コンプライアンス体制をより一層強化するとともにこれを当社グルー
プ全社員へ改めて周知徹底するべく、規程の整備、体制の見直し、従業員への研
修および教育の実施などの施策に取り組んでおります。今後も、こうした活動を
継続し、コンプライアンスのさらなる強化と徹底を図ってまいります。

(5) 財産および損益の状況の推移

区　　　分
第79期

(平成26年３月期)
第80期

(平成27年３月期)
第81期

(平成28年３月期)
第82期(当期)
(平成29年３月期)

売 上 高（百万円） 104,689 107,294 109,815 100,401

経 常 利 益（百万円） 5,816 5,655 4,337 4,750

親会社株主に帰
属する当期純利
益又は親会社株主
に帰属する当期純
損 失 ( △ )

（百万円） 3,183 2,258 △591 2,623

１株当たり当期純利益
又は1株当たり当期純損
失 ( △ )

（　円　） 44.56 31.65 △8.49 37.68

総 資 産（百万円） 135,049 141,252 136,683 141,206

純 資 産（百万円） 97,785 104,955 98,440 101,783

１株当たり純資産額（　円　） 1,349.49 1,473.12 1,390.80 1,436.19

　　（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発行済
株式総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出
しております。

－ 7 －

対処すべき課題、財産および損益の状況の推移
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(6) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

ニチコン製箔株式会社 80百万円 100.0％ アルミ電解コンデンサ用電極箔の製造

ニチコン草津株式会社 80百万円 100.0
電力・機器用コンデンサ、フィルムコンデンサおよび
コ ン デ ン サ 応 用 関 連 機 器 の 製 造

ニチコン亀岡株式会社 80百万円 100.0
機 能 モ ジ ュ ー ル、V 2 Hシ ス テ ム お よ び
正 特 性 サ ー ミ ス タ の 製 造

ニチコン大野株式会社 80百万円 100.0
アルミ電解コンデンサおよび
電気二重層コンデンサの製造

ニチコン岩手株式会社 100百万円 100.0 アルミ電解コンデンサの製造

ニチコンワカサ株式会社 84百万円 100.0 各種電源および家庭用蓄電システムの製造

株式会社酉島電機製作所 30百万円 100.0 各種変圧器、リアクトルの製造販売

日本リニアックス株式会社 15百万円 100.0 圧力センサ、各種計測器の製造販売

株式会社ユタカ電機製作所 330百万円 100.0 電源装置の開発、設計、製造、販売

ニチコン(アメリカ)コーポレーション 3,000千US$ 100.0 各種コンデンサの販売

ニチコン(オーストリア)ゲー・エム・ベー・ハー 1,000千EUR 100.0 各種コンデンサの販売

ニチコン(香港)リミテッド 5,000千HK$ 100.0 各種コンデンサの販売

ニチコン(シンガポール)プライベート リミテッド 8,000千SP$ 100.0 各種コンデンサの販売

ニチコン(台湾)カンパニー リミテッド 30,000千NT$ 100.0 各種コンデンサの販売

ニチコン(タイランド)カンパニー リミテッド 20,000千BAHT 49.0 各種コンデンサの販売

ニチコン エレクトロニクス トレーディング
( 上 海 ) カ ン パ ニ ー  リ ミ テ ッ ド

500千US$ 100.0 各種コンデンサの販売

ニチコン エレクトロニクス トレーディング
( 深 圳 ) カ ン パ ニ ー  リ ミ テ ッ ド

300千US$ 100.0
各種コンデンサおよび回路製品
の販売に関連するサービス業務

ニチコン(マレーシア)センディリアン バハッド 63,000千M$ 100.0 アルミ電解コンデンサの製造販売

ニチコン エレクトロニクス
(無錫)カンパニー リミテッド

75,000千US$ 100.0
アルミ電解コンデンサおよび
各種電源の製造販売

ニ チ コ ン  エ レ ク ト ロ ニ ク ス
(宿 遷 )カ ン パ ニ ー リ ミ テ ッ ド

39,000千US$ 100.0 アルミ電解コンデンサの製造販売

無 錫 ニ チ コ ン  エ レ ク ト ロ ニ ク ス
Ｒ＆Ｄセンター カンパニー リミテッド

5,000千RMB 100.0
各種電源およびアルミ電解
コンデンサの開発、設計

（注）１．上表の議決権比率には、当社の子会社が所有する議決権を含んでおります。

２．連結子会社は21社、持分法適用会社は２社であります。

－ 8 －

重要な親会社および子会社の状況
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(7) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

　当社グループは、電子機器用コンデンサ、電力・機器用コンデンサおよび回路製

品等の製造・販売を行っております。

　主な製品区分は、次のとおりです。

区 分 主 要 製 品

電 子 機 器 用
アルミ電解コンデンサ・フィルムコンデンサ・
正特性サーミスタ

電力・機器用及び応用機器

フィルムコンデンサ・EV用急速充電器・
公共・産業用蓄電システム・加速器用電源・
瞬時電圧低下/停電対策装置・
変圧器・圧力センサ

回 路 製 品
家庭用蓄電システム・V2Hシステム・
スイッチング電源・機能モジュール・
無停電電源装置

そ の 他 その他

(8) 主要な営業所および工場等（平成29年３月31日現在）

当 社

本 社 京都市中京区

営業
部門等

東 京 支 店 東京都中央区

名 古 屋 支 店 名古屋市中区

西 日 本 支 店 京都市中京区

電 源 セ ン タ ー 東京都中央区

ニ チ コ ン 製 箔 株 式 会 社 長野県大町市、福井県大野市

ニ チ コ ン 草 津 株 式 会 社 滋賀県草津市

ニ チ コ ン 亀 岡 株 式 会 社 京都府亀岡市

ニ チ コ ン 大 野 株 式 会 社 福井県大野市、長野県安曇野市

ニ チ コ ン 岩 手 株 式 会 社 岩手県岩手郡岩手町

ニチコン(アメリカ)コーポレーション 米国　イリノイ州

ニチコン(オーストリア)ゲー・エム・ベー・ハー オーストリア ウィーン市、英国 キャンバリー市

ニ チ コ ン （ 香 港 ） リ ミ テ ッ ド 中国　香港行政区

ニチコン(台湾)カンパニー リミテッド 台湾　台北市

ニチコン(マレーシア)センディリアン バハッド マレーシア　セランゴール州

ニチコン エレクトロニクス(無錫)カンパニー リミテッド 中国　無錫市

ニ チ コ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス(宿 遷)カ ン パ ニ ー リ ミ テ ッ ド 中国　宿遷市

－ 9 －

主要な事業内容、主要な営業所および工場等
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(9) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

5,183名 365名（増）

②当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年令 平均勤続年数

454名 60名（増） 42.1歳 9.2年

(10) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借　入　先 借　入　金　残　高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 500百万円

株 式 会 社 京 都 銀 行 500百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 500百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300百万円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 10 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 137,000,000株
(2) 発行済株式の総数  69,639,053株（自己株式　8,360,947株を除く）
(3) 当事業年度末の株主数     7,439名
(4) 大株主（上位10名）

株　主　名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,875 5.6

株式会社京都銀行 3,479 5.0

ニチコン取引先持株会 2,959 4.3

株式会社みずほ銀行 2,690 3.9

日本生命保険相互会社 2,670 3.8

株式会社三井住友銀行 2,200 3.2

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,000 2.9

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,723 2.5

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 1,520 2.2

ニチコン従業員持株会 1,501 2.2

（注）１．当社は、自己株式8,360千株を保有しており、上表から除外しております。

２．持株比率については、自己株式を控除して算出しております。

３．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

－ 11 －

会社の株式に関する事項
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 武田　一平 ＣＥＯ

代表取締役社長 吉田　茂雄 ＣＯＯ

取締役
上席執行役員常務

近野　　斉 経理本部長　兼　ＩＲ室長

取締役
執行役員常務

矢野　明弘 企画本部長

取締役 松重　和美
京都大学名誉教授、四国大学・四国大学短期大学部学長、

阿波製紙株式会社取締役

取締役 勝田　泰久 大塚製薬株式会社監査役、大阪経済大学理事

取締役 相亰　重信

橋本総業ホールディングス株式会社取締役、

三井海洋開発株式会社取締役、三洋化成工業株式会社取締役、

株式会社ダイヘン取締役、SCSK株式会社取締役

常勤監査役 荒木　幸彦

常勤監査役 阿部　　惇 立命館大学ＯＩＣ総合研究機構グローバルＭＯＴ研究センター上席研究員

監査役 大西　英樹

監査役 森瀬　正博 株式会社京都総合経済研究所　代表取締役会長

（注）１．取締役 松重和美、勝田泰久ならびに相亰重信は、社外取締役であります。
なお、当社は、取締役 松重和美、勝田泰久ならびに相亰重信を東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２．監査役 大西英樹ならびに森瀬正博は、社外監査役であります。
３．監査役 大西英樹は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
４．監査役 森瀬正博は、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
５．当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります。
・平成28年６月29日開催の第81回定時株主総会において、相亰重信は取締役に、荒木幸彦ならび

に阿部惇は監査役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
・平成28年６月29日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって、取締役 阿部惇、監査役 西幡
奎二ならびに山本一成は退任いたしました。

６．取締役の役職および担当を次のとおり変更しております。

日付 氏名 新役職および担当 旧役職および担当

平成28年10月１日 矢野　明弘
執行役員常務
企画本部長

執行役員常務
企画本部長　兼
企画本部経営企画部長

－ 12 －

会社役員に関する事項
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(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区　分
報酬等の額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 役員の員数
（名）

基本報酬 賞与

取締役 138 138 － 8

監査役 36 36 － 6

合　計 175 175 － 14

（注）１．株主総会の決議（平成19年６月28日）による取締役の報酬等の総額は年額280百万円以内、監
査役の報酬等の総額は年額50百万円以内であります。

２．取締役の報酬等の額には、当事業年度中に退任した取締役１名の報酬額が含まれております。
３．監査役の報酬等の額には、当事業年度中に退任した監査役２名の報酬額が含まれております。
４．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与および賞与は含まれており

ません。
５．取締役の報酬等の額には、社外取締役４名19百万円が含まれております。
６．監査役の報酬等の額には、社外監査役２名14百万円が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項
①社外役員の重要な兼職先と当社との関係
記載すべき関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

区　分 氏　名 主な活動状況

取締役 松重　和美
当事業年度開催の取締役会９回のうち８回に出席しました。
学識者としての高い見識と豊富な経験や実績に基づく専門的
見地から適宜、発言を行っております。

取締役 勝田　泰久

当事業年度開催の取締役会９回のうち８回に出席しました。
長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する高い
見識と豊富な経験や実績に基づく専門的見地から適宜、発言
を行っております。

取締役 相亰　重信

平成28年６月29日就任以降に開催された取締役会６回のうち
６回に出席しました。長年金融業務に携わっており、財務お
よび会計に関する高い見識と豊富な経験や実績に基づく専門
的見地から適宜、発言を行っております。

監査役 大西　英樹
当事業年度開催の取締役会９回のうち９回に出席し、監査役
会７回のうち７回に出席しました。主に税理士としての専門
的見地から適宜、発言を行っております。

監査役 森瀬　正博
当事業年度開催の取締役会９回のうち９回に出席し、監査役
会７回のうち７回に出席しました。豊富な経験や実績に基づ
く専門的見地から適宜、発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条第２項の規定に基づ
き、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

－ 13 －

会社役員に関する事項
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③社外取締役および社外監査役と締結している責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項ならびに当社定款第31条第２項および第43条第２項
の規定により、社外取締役および社外監査役との間で同法第423条第１項の損害賠償
責任について、同法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約
を締結しております。

４．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 会計監査人の報酬等の額

支払額

当事業年度に係る報酬等の額 43百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

43百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を区分していないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

には、これらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について必要な検

証を行った上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っておりま

す。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非
監査業務）として、合意された手続に対する対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の
内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

(5) 会計監査人と締結している責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(6) 会計監査人の業務停止処分に関する事項
該当事項はありません。

(7) 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算関係書
類監査の状況
該当事項はありません。

(8) 当該事業年度中に辞任した会計監査人に関する事項
該当事項はありません。

－ 14 －
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５．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項およ

び当該体制の運用状況は、次のとおりです。
(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制
①　当社および当社グループ会社の取締役および使用人が「経営理念」を具現化し
ていくために、法令・定款および社内規則はもとより、健全な社会規範、倫理規
範を守り、「ニチコングループ行動規範」(平成14年10月制定・平成25年4月に改
訂)に則った職務を遂行し、企業風土の醸成と教育・啓発活動の推進に努めていま
す。なお、改訂後の行動規範では、EICC(電子業界行動規範)が求める労働、環境
保全、安全衛生、倫理などの要求事項を反映させています。
　これらを確保するための体制として、代表取締役社長を委員長とする「CSR推進
委員会」を設置しています。

②　コンプライアンス体制は、各種会議や朝礼等による啓発活動・教育を定期的に
行い、その確保に努めています。また、内部通報制度(コンプライアンス・ホット
ライン)を設けるとともに、CSR推進委員会のコンプライアンス小委員会および競
争法コンプライアンス小委員会が法令・規程・ルール等の遵守体制の整備と、コ
ンプライアンスに関わる研修や学習教材を定期的に配布するなどの啓発に努めて
います。

③　監査・法務室は、定期的に当社および当社グループ会社の内部監査を実施する
際に、コンプライアンスの周知徹底と統制環境の確認を行っています。

④　監査役は、当社および当社グループ会社の法令･定款等の遵守体制に問題がある
と認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる体
制としています。

⑤　市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力および団体に対しては断固たる態
度をとり、一切関係を持たないこと、活動を助長するような行為をしないことを
「ニチコングループ行動規範」に定め、正しく公正な企業であり続けることを宣
言しています。対応統括部署の設置、情報の収集、外部専門機関との連携および
社内での啓発活動などにより、毅然とした態度で臨んでいます。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

については、「情報セキュリティ基本方針」に基づく「情報管理規程」「文書管理
規程」等の充実化を図っています。これらの関連規程に基づき、取締役の職務の執
行に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。）を記録するとともに、その
取扱いについては適切に検索性の高い状態で保存および管理の運用を行っています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社および当社グループ会社は、損失・リスクをあらかじめ回避するとともに、
万一リスクが発生した場合にもその被害を 小限に抑制することを目的とした
「リスクマネジメント規程」を制定し、運用しています。

②　損失・リスクから会社を守り、社会からの信頼を維持するための組織として、
代表取締役社長を委員長とする「CSR推進委員会」を設置しています。損失やリス
クの危険の管理については、当委員会のリスクマネジメント小委員会がCSR室およ
び総務部と連携して全社リスクの定期的な集約・評価を行い、実施状況の確認を
行っています。また、使用人に対するリスクマネジメントに関する教育・訓練も
実施しています。

－ 15 －
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　事業における損失・リスクには法令遵守、人権・労働、安全・衛生、災害、品
質、環境、情報、輸出管理、与信等がありますが、企業経営に重大な影響を及ぼ
すこれらリスクの排除・軽減を図る体制も構築しています。

③　また、平成23年3月に発生した東日本大震災からの学習事項として、災害等の発
生に備え、生命の安全確保・安否確認体制を整備するとともに、重要業務の継続・
中断した場合を想定し、早期復旧を目指せる体制、事業継続計画(BCP)および事業
継続マネジメント(BCM)の見直しと追加構築に取組んでいます。

④　財務報告の正確性と信頼性を確保するために、関連する法令等に従って内部統
制活動の実施状況を評価し確認することにより、リスク管理を実効性のあるもの
としています。これを確保するための体制として、代表取締役社長を委員長とす
る「内部統制推進委員会」を設置しています。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社は、取締役による意思決定の迅速化と効率的な業務執行を行うために、取
締役会の少人数化と、会議の随時開催による迅速かつ適正な決定を図っています。
　取締役会は、定期的に業務執行の進捗状況を評価し、改善策を策定し、全社的
な業務執行の効率化を実現する体制を構築しています。
　一方、経営の監督機能と業務執行機能の役割を明確にするために、執行役員制
度を導入しており、業務分掌・職務権限の明確化と業務部門毎の特性に応じた機
動的な意思決定により、経営の迅速化と適正かつ効率的な業務執行を図っていま
す。

②　当社および当社グループ会社の取締役および使用人において、各職位の職務お
よび責任権限ならびに各組織単位の業務分掌について定めた「職務分掌規程」「職
務規程」「関係会社管理規程」を制定し効率的経営を行うとともに、それに従っ
た職務・責任体制で業務が行われているかどうか、定期的に監査しています。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社および当社グループ会社では、コンプライアンスの推進、遵法精神の啓発、

企業倫理意識の育成、リスクマネジメントの周知徹底および社会的責任の遂行など
を、グループ共通の価値観として共有するよう努めています。
また、「関係会社管理規程」｢財務報告に係る内部統制規程｣に基づき、当社とグ

ループ会社間で管理・指導・報告などの連携を密にし、内部統制システムの推進は
もとより、ニチコングループとしての事業活動の健全性・効率性ならびに財務報告
の信頼性の確保のために、業績状況、決算状況などについて、定期的・継続的に当
社へ報告させています。
監査役および監査･法務室は、当社および当社グループ会社の業務執行状況につい

て監査や診断等を実施し、その結果を取締役会に報告しています。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項
平成27年４月１日付で設置した監査役室には、監査役の職務を補助すべき使用人

を取締役と監査役会が協議のうえ選任し配置しました。当該使用人は監査役の指揮
命令下に置くものとし、その人事については、任命・異動・評価・賃金等も含め、
監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの
独立性を確保しています。

－ 16 －
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(7) 取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社および当社グループ会社の取締役および使用人は、会社に著しい影響を及ぼ

す事実が発生したときは、遅滞なく監査役に報告を行うこととしています。
監査役は当社および当社グループ会社の取締役および使用人に対し、必要に応じ

て随時報告を求めることができるものとしています。
監査役は当社および当社グループ会社の重要な会議等に出席して意見を述べるほ

か、必要に応じて取締役または使用人に重要書類、稟議書等の閲覧、報告を求める
ことができる体制を確保しています。また、取締役の業務執行、当社および当社グ
ループ会社の業務や財産の状況の調査、重要案件の稟議書の閲覧などにより監査を
行っています。
監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人および監査･法務室から定期にあ

るいは必要に応じて内部監査の状況報告を受けています。
なお、前記に従い監査役への報告を行った当社および当社グループ会社の取締役

および使用人に対して、不利益な取扱いを行うことはいたしません。

(8) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　当事業年度において、社外取締役３名を含む取締役７名で構成される取締役会

を９回開催し、法令、定款および取締役会規則に定められた経営上重要な事項の
決定および業務執行の報告を行いました。また、職務分掌規程や職務規程、内部
通報規程の改訂等、重要な全社規程の見直し改訂を行いました。

②　経営会議を毎月開催し、事業計画の推進、進捗管理、重要な業務推進上の報告・
討議等を行いました。

③　当事業年度において、社外監査役２名を含む監査役４名で構成される監査役会
を７回開催し、監査活動の報告、意見交換を行いました。監査役は、取締役会を
はじめ重要な会議へ出席するほか、当社および当社グループ会社の経営上重要な
事項について、取締役や使用人からの報告や稟議書等の閲覧、実地調査による監
査等により事業課題やリスク等を把握し、必要に応じて助言を行いました。また、
三様監査（監査役監査、会計監査人監査、内部監査）を行っており、監査役、会
計監査人および内部監査部門（監査・法務室）は情報交換を行い、相互の連携を
図りました。

④　執行部門から独立した組織である監査・法務室は、コンプライアンス強化に資
することを目的として定期的に当社および当社グループ会社の内部監査を実施し、
取締役会や監査役会に報告を行いました。

⑤　内部統制推進委員会は、財務報告の正確性と信頼性を確保するため、「全社統
制」「決算財務報告プロセス統制」「業務プロセス統制」「IT全般統制」「IT業
務処理統制」の各項目に関して当社および当社グループ会社の定期的評価を行い、
取締役会や監査役会に報告を行いました。

⑥　CSR推進委員会は、「コンプライアンス」「競争法コンプライアンス」「リスク
マネジメント」「環境マネジメント」「情報セキュリティ」の５小委員会で構成
され、毎月合同で会議を開催し当社および当社グループ会社のCSRに関する課題の
進捗の促進を図るとともに状況等について取締役会や監査役会に報告を行いまし
た。

－ 17 －
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６．株式会社の支配に関する基本方針

当社は、「より良い地球環境の実現に努め、価値ある製品を創造し、明るい未来
社会づくりに貢献していくこと」を経営理念に掲げています。また、倫理的・社会
的責任を果たすとともに、株主の皆様をはじめとする全ての人々を大切にし、企業
価値の 大化を目指して、「誠心誠意」をもって「考働※」しております。

この経営理念に基づき、会社の支配に関する基本方針として、当社に対し買収提
案が行われた場合は、これを受け入れるか否かの 終的な判断は、その時点におけ
る当社株主の皆様に委ねられるべきであり、またその場合に株主の皆様が、十分な
情報と相当な検討期間に基づき、公正で透明性の高い株主意思の確認手続きを通じ
た判断（インフォームド・ジャッジメント）を行えるようにすることが、企業価値
および株主共同の利益の確保と向上のため必要であると考えております。

※考働：考えて働くという当社の造語。

－ 18 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産  80,250 流 動 負 債  31,035

現 金 及 び 預 金  22,498 支払手形及び買掛金  18,151

受取手形及び売掛金  30,325 短 期 借 入 金  1,800

有 価 証 券  5,030 未 払 金  2,132

商 品 及 び 製 品  7,227 未 払 費 用  5,624

仕 掛 品  4,838 未 払 法 人 税 等  792

原 材 料 及 び 貯 蔵 品  5,733 賞 与 引 当 金  999

繰 延 税 金 資 産  676 役 員 賞 与 引 当 金  30

そ の 他  3,971 設 備 関 係 支 払 手 形  796

貸 倒 引 当 金  △51 そ の 他  708

固 定 負 債  8,387

固 定 資 産  60,955 リ ー ス 債 務  390

有 形 固 定 資 産  25,296 繰 延 税 金 負 債  3,643

建 物 及 び 構 築 物  13,155 製 品 保 証 引 当 金  1,282

機械装置及び運搬具  4,880 退職給付に係る負債  2,426

土 地  5,418 そ の 他  644

リ ー ス 資 産  473 負 債 合 計  39,423

建 設 仮 勘 定  336 純 資 産 の 部

そ の 他  1,031 株 主 資 本  90,870

資 本 金  14,286

無 形 固 定 資 産 754 資 本 剰 余 金  17,068

利 益 剰 余 金  69,636

投 資 そ の 他 の 資 産  34,904 自 己 株 式  △10,121

投 資 有 価 証 券  32,741 その他の包括利益累計額  9,143

長 期 貸 付 金  1,216 その他有価証券評価差額金  8,492

繰 延 税 金 資 産  180 為 替 換 算 調 整 勘 定  650

そ の 他  1,002 非支配株主持分  1,768

貸 倒 引 当 金  △237 純 資 産 合 計  101,783

資 産 合 計  141,206 負 債 純 資 産 合 計  141,206

－ 19 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

科　　   　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高  100,401

売 上 原 価  82,621

売 上 総 利 益  17,780

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  14,761

営 業 利 益  3,019

営 業 外 収 益  1,857

受 取 利 息 及 び 配 当 金  523

持 分 法 に よ る 投 資 利 益  99

為 替 差 益  930

そ の 他  304

営 業 外 費 用  126

支 払 利 息  24

そ の 他  101

経 常 利 益  4,750

特 別 利 益  265

固 定 資 産 売 却 益  224

投 資 有 価 証 券 売 却 益  40

特 別 損 失  947

固 定 資 産 処 分 損  75

減 損 損 失  217

独 占 禁 止 法 関 連 損 失  586

投 資 有 価 証 券 評 価 損  68

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  4,067

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  1,095

法 人 税 等 調 整 額  70

当 期 純 利 益  2,901

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  277

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  2,623

－ 20 －
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,286 17,068 67,346 △10,120 88,580

当期変動額

剰余金の配当 △1,392 △1,392

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,623 2,623

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 0 0

持分法の適用範囲の
変更

1,059 1,059

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △0 2,290 △0 2,290

当期末残高 14,286 17,068 69,636 △10,121 90,870

その他の包括利益累計額

非支配株主
持 分

純資産合計
そ の 他
有 価 証 券
評 価
差 額 金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の

包 括 利 益

累 計 額

合 計

当期首残高 5,273 3,000 8,273 1,585 98,440

当期変動額

剰余金の配当 △1,392

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,623

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 0

持分法の適用範囲の
変更

1,059

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

3,219 △2,349 870 182 1,053

当期変動額合計 3,219 △2,349 870 182 3,343

当期末残高 8,492 650 9,143 1,768 101,783

－ 21 －
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連 結 注 記 表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況
・連結子会社の数………21社
・連結子会社の名称……ﾆﾁｺﾝ製箔㈱、ﾆﾁｺﾝ草津㈱、ﾆﾁｺﾝ亀岡㈱、ﾆﾁｺﾝ大野㈱、ﾆﾁｺﾝ岩手㈱

ﾆﾁｺﾝﾜｶｻ㈱、㈱酉島電機製作所、日本ﾘﾆｱｯｸｽ㈱、㈱ﾕﾀｶ電機製作所
ﾆﾁｺﾝ（ｱﾒﾘｶ）ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、ﾆﾁｺﾝ（ｵｰｽﾄﾘｱ）ｹﾞｰ･ｴﾑ･ﾍﾞｰ･ﾊｰ
ﾆﾁｺﾝ（香港）ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、ﾆﾁｺﾝ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ（台湾）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、ﾆﾁｺﾝ（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（上海）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（深圳）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ（ﾏﾚｰｼｱ）ｾﾝﾃﾞｨﾘｱﾝ ﾊﾞﾊｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（無錫）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（宿遷）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
無錫ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ R&Dｾﾝﾀｰ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

・連結の範囲の変更
ｴﾌﾋﾟｰｷｬｯﾌﾟ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（蘇州）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞは、清算が結了したため連結の範囲から除外して
おります。

②非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称……………ﾊｰﾊﾞｰ電子㈱、他４社
・連結の範囲から除いた理由……非連結子会社は、いずれも小規模であり、各社の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に
見合う額）等は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ重要性がないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況
・持分法適用の非連結子会社および関連会社数………２社
・持分法適用会社の名称……………三和電機㈱、台灣電容器製造廠股份有限公司
・持分法の適用の範囲の変更
台灣電容器製造廠股份有限公司は、重要性が増したため持分法適用の範囲に含めております。

②持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況
・非連結子会社および関連会社の名称………ﾊｰﾊﾞｰ電子㈱、他６社
・持分法を適用しない理由……各社の当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に

見合う額）は、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重
要性がないためであります。

③持分法適用手続きに関する特記事項
　持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社については、その事業年度に係る計算書
類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち５社の決算日は連結決算日と異なっております。
　ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(深圳)ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞの決算日は12月31日であり、連結計算書類の作
成にあたっては、連結決算日で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
　ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(深圳)ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞを除く中国子会社４社の決算日は12月31日であ
り、連結計算書類の作成にあたっては、それぞれの連結子会社の決算日現在の計算書類を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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(4) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準および評価方法
イ．有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券： 償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの： 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移
動平均法により算定）

時価のないもの： 主として移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．たな卸資産の評価基準および評価方法

商品及び製品・仕掛品：主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

原材料及び貯蔵品：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）：主として定率法を採用しております。
　ただし、当社および国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を
除く）ならびに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　 ７年～50年
機械装置及び運搬具 　　　４年～11年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）：定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基
づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産　：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　： 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．製品保証引当金： 製品の販売に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当該
費用の発生割合および支出実績を勘案した見積額を計上しております。

ハ．賞与引当金　　： 従業員に対する賞与の支払に備えるため、主として支給見込額のうち当
連結会計年度負担分を計上しております。

ニ．役員賞与引当金： 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年
度に負担すべき額を計上しております。

④重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、在外連結子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。

⑤重要なヘッジ会計の方法
　主として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を
満たしている場合は、振当処理を採用しております。

⑥その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込
額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。なお、数理計算
上の差異および過去勤務費用は、発生した連結会計年度において一括費用処理しておりま
す。
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ロ．消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理の方法は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱
い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以
後に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており
ます。
　これによる損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月
28日）を当連結会計年度から適用しております。

３．連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 129,877百万円
(2) 取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額

建物及び構築物　　1,795百万円 機械装置及び運搬具　　4,142百万円

土地他 1,166百万円
(3) 各国競争当局の調査について

当社グループは、コンデンサの販売に関して、米国、欧州などの当局による調査を受けており、
平成27年11月６日、当社および当社の欧州子会社は、欧州委員会から、欧州におけるアルミ電解コ
ンデンサおよびタンタル電解コンデンサの販売に関する欧州競争法違反嫌疑についての
Statement of Objections（異議告知書）を受領しております。当社グループとしましては、引き
続きこれらの調査に協力してまいります。
さらに、本件に関連して、米国およびカナダにおいて、当社および当社の米国子会社に対してク

ラスアクション（集団訴訟）が提起されており、引き続き適切にこれに対応します。
　これらの手続は現在も継続中であり、その結果として当社グループの経営成績などにも影響を及
ぼす可能性があります。

４．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

用　　　途 場　　　所 種　　　類 減　損　損　失

事業用資産 埼玉県秩父市ほか 建物及び構築物など 217百万円

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部門を基準としてグルーピングを行って
おり、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、連結子会社である株式会社ユタカ電機製作所については、事業の収益性

が悪化したため、当該子会社が所有している事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。なお、当資産グループの回収可能価額は
正味売却価額により測定しており、鑑定評価額等に基づき算定しております。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項 （単位：千株）

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 78,000 － － 78,000

(2) 自己株式の数に関する事項 （単位：千株）

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 8,360 0 0 8,360

（注）自己株式の数の増加株式数０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少株式数
０千株は、単元未満株式の買い増し請求による減少であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額
イ．平成28年６月29日開催の第81回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 696百万円
・１株当たり配当額 10円00銭
・基準日 平成28年３月31日
・効力発生日 平成28年６月30日

ロ．平成28年11月４日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 696百万円
・１株当たり配当額 10円00銭
・基準日 平成28年９月30日
・効力発生日 平成28年12月２日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌年度になるもの
平成29年６月29日開催の第82回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 766百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 11円00銭
・基準日 平成29年３月31日
・効力発生日 平成29年６月30日
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６．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、運転資金を銀行借
入により調達しております。デリバティブは、外貨建ての営業債権に係る為替のリスクを回避する
ために使用し、投機的な取引は行いません。

②金融商品の内容およびそのリスクならびにそのリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、信用
状況を１年ごとに把握する体制としております。また、外貨建ての売上債権は為替の変動リスクに
晒されております。
有価証券及び投資有価証券である満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、格付けの高

い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。投資有価証券である株式は、業
務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時
価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続
的に見直しております。

長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社のデリバティブ管理規程に従って行っており、

また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関との
み取引を行っています。
営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されて

いますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成し、流動性リスクを管理しておりま
す。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差

額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの
は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

(1)現金及び預金 22,498 22,498 －

(2) 受取手形及び売掛金 30,325 30,325 －

(3) 有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 10,802 10,817 14

②その他有価証券 23,121 23,121 －

③関連会社株式 478 855 376

(4) 長期貸付金 1,216

　貸倒引当金（＊） △2

1,213 1,213 －

資産　計 88,440 88,831 391

(1) 支払手形及び買掛金 18,151 18,151 －

(2) 短期借入金 1,800 1,800 －

負債　計 19,951 19,951 －

デリバティブ取引 － － －

（＊）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

－ 26 －
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（注１）金融商品の時価算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資　産
(1) 現金及び預金ならびに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金

融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。

①満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
次のとおりであります。なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありませ
ん。

種　類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時　価

（百万円）
差　額

（百万円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

(1)地方債等 100 100 0

(2)社　債 7,869 7,893 23

小　計 7,969 7,993 23

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社 　債 2,833 2,823 △9

合　計 10,802 10,817 14

②その他有価証券において、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額およびこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

種　類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差　額
（百万円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

株　式 7,969 20,203 12,233

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

(1)株　式 986 899 △86

(2)その他 2,019 2,019 －

小　計 3,005 2,918 △86

合　計 10,974 23,121 12,147

(4) 長期貸付金
長期貸付金は、変動金利によっており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。
負　債
(1) 支払手形及び買掛金ならびに(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

デリバティブ取引
該当事項はありません。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 3,368

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

－ 27 －

連結注記表



2017/05/29 14:13:50 / 16269037_ニチコン株式会社_招集通知（Ｃ）

（注３）金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 22,498 － － －

受取手形及び売掛金 30,325 － － －

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 3,011 7,791 － －

譲渡性預金 2,019 － － －

長期貸付金 － 611 310 294

合　計 57,854 8,402 310 294

７．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,436円19銭
(2) １株当たり当期純利益 37円68銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

10．その他の注記
記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 28 －
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貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 41,780 流 動 負 債 20,222

現 金 及 び 預 金 9,422 支 払 手 形 1,221

受 取 手 形 5,167 買 掛 金 13,062

売 掛 金 22,225 短 期 借 入 金 1,800

有 価 証 券 2,709 未 払 金 239

商 品 及 び 製 品 942 未 払 費 用 2,901

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 41 未 払 法 人 税 等 103

繰 延 税 金 資 産 360 賞 与 引 当 金 263

そ の 他 941 役 員 賞 与 引 当 金 30

貸 倒 引 当 金 △31 そ の 他 600

固 定 負 債 6,711

固 定 資 産 62,881 繰 延 税 金 負 債 3,574

有 形 固 定 資 産 13,814 退 職 給 付 引 当 金 1,296

建 物 8,691 製 品 保 証 引 当 金 1,207

構 築 物 63 そ の 他 632

機 械 及 び 装 置 72 負 債 合 計 26,934

車 両 運 搬 具 7 純 資 産 の 部

工 具 、 器 具 及 び 備 品 324 株 主 資 本 69,249

土 地 4,646 資 本 金 14,286

リ ー ス 資 産 8 資 本 剰 余 金 17,068

資 本 準 備 金 17,065

無 形 固 定 資 産 385 そ の 他 資 本 剰 余 金 3

利 益 剰 余 金 48,015

投 資 そ の 他 の 資 産 48,681 利 益 準 備 金 2,141

投 資 有 価 証 券 27,640 そ の 他 利 益 剰 余 金 45,873

関 係 会 社 株 式 14,088 固定資産圧縮積立金 57

長 期 貸 付 金 13,312 別 途 積 立 金 41,517

そ の 他 664 繰 越 利 益 剰 余 金 4,299

貸 倒 引 当 金 △7,024 自 己 株 式 △10,121

評価・換算差額等 8,478

その他有価証券評価差額金 8,478

純 資 産 合 計 77,728

資 産 合 計 104,662 負 債 純 資 産 合 計 104,662

－ 29 －

貸借対照表
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損 益 計 算 書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

科　　　　 　　　　目 金　　　　　　額

売 上 高 70,305

売 上 原 価 65,055

売 上 総 利 益 5,250

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,715

営 業 損 失 1,464

営 業 外 収 益 2,515

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,741

為 替 差 益 347

技 術 指 導 料 339

そ の 他 86

営 業 外 費 用 407

支 払 利 息 6

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 368

そ の 他 33

経 常 利 益 642

特 別 利 益 434

投 資 有 価 証 券 売 却 益 40

子 会 社 清 算 益 393

特 別 損 失 395

固 定 資 産 処 分 損 60

関 係 会 社 株 式 評 価 損 335

税 引 前 当 期 純 利 益 681

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 73

法 人 税 等 調 整 額 100

当 期 純 利 益 507

－ 30 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

固 定 資 産
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 14,286 17,065 3 17,068 2,141 57 41,517 5,184 48,900 △10,120 70,135

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,392 △1,392 △1,392

固定資産圧縮積立金 △0 0 － －

当 期 純 利 益 507 507 507

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 △0 0 0

株主資本以外の項
目の当期変動額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － △0 △0 － △0 － △885 △885 △0 △885

当 期 末 残 高 14,286 17,065 3 17,068 2,141 57 41,517 4,299 48,015 △10,121 69,249

評価・換算差額等

純資産合計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 5,260 5,260 75,395

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,392

固定資産圧縮積立金 －

当 期 純 利 益 507

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 0

株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

3,218 3,218 3,218

当 期 変 動 額 合 計 3,218 3,218 2,332

当 期 末 残 高 8,478 8,478 77,728

－ 31 －

株主資本等変動計算書
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項
(1) 資産の評価基準および評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）を採用しております。
②子会社株式および関連会社株式：移動平均法による原価法を採用しております。
③その他有価証券
・時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

・時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。
④たな卸資産の評価基準および評価方法
・商品及び製品：個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
・原材料及び貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産　　：
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した
建物（附属設備を除く）ならびに平成28年４月１日以降に取得した建物
附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　　７年～50年
機械及び装置　　　　　　　４年～10年

②無形固定資産　　：
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

③リース資産　　　： リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金　　： 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

②製品保証引当金： 製品の販売に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当該費用
の発生割合および支出実績を勘案した見積額を計上しております。

③賞与引当金　　： 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計
上しております。

④役員賞与引当金： 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
額を計上しております。

⑤退職給付引当金： 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資
産の見込額に基づき計上しております。
なお、数理計算上の差異は当期において一括費用処理しております。

(4) 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理を採用しております。
　なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理の方法は、税抜方式によっております。

－ 32 －

個別注記表
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２．会計方針の変更に関する注記
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱
い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に
取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　これによる損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月
28日）を当事業年度から適用しております。

３．貸借対照表等に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 11,064百万円
長期金銭債権 13,312百万円
短期金銭債務 11,997百万円

(2) 取締役、監査役に対する金銭債務 253百万円
(3) 有形固定資産の減価償却累計額 30,757百万円
(4) 取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額

建物 1,263百万円　　土地 1,048百万円
(5) 各国競争当局の調査について

当社グループは、コンデンサの販売に関して、米国、欧州などの当局による調査を受けてお
り、平成27年11月６日、当社および当社の欧州子会社は、欧州委員会から、欧州におけるアルミ
電解コンデンサおよびタンタル電解コンデンサの販売に関する欧州競争法違反嫌疑についての
Statement of Objections（異議告知書）を受領しております。当社グループとしましては、引き
続きこれらの調査に協力してまいります。

さらに、本件に関連して、米国およびカナダにおいて、当社および当社の米国子会社に対してク
ラスアクション（集団訴訟）が提起されており、引き続き適切にこれに対応します。
　これらの手続は現在も継続中であり、その結果として当社の経営成績などにも影響を及ぼす可能
性があります。

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

①売上高 27,984百万円
②仕入高 55,682百万円
③営業取引以外の取引高 1,888百万円

－ 33 －
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項 （単位：千株）

株式の種類
当事業年度期首

の株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の株式数

普通株式 8,360 0 0 8,360

（注）自己株式の数の増加株式数０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少株式数
０千株は、単元未満株式の買い増し請求による減少であります。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

貸倒引当金繰入限度超過額 2,158百万円
賞与引当金繰入限度超過額 81百万円
退職給付引当金繰入限度超過額 397百万円
環境対策費用 804百万円
関係会社株式評価損 3,964百万円
繰越欠損金 229百万円
その他 832百万円
小計 8,468百万円

評価性引当額 7,991百万円
合計 477百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 3,666百万円
土地圧縮積立金 23百万円
その他 1百万円
合計 3,691百万円

繰延税金負債の純額 3,214百万円

－ 34 －
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７．関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引
金額

科目
期末
残高

子
会
社

ニチコン製箔株式会社
所有
直接 100％

役員の兼任
土地・建物等貸与

原材料の販売（注３）
原材料の仕入（注３）

14

10,022
売 掛 金
買 掛 金

1,984

1,948

ニチコン草津株式会社
所有
直接 100％

役員の兼任
土地・建物等貸与

製品の仕入（注３） 8,739 買 掛 金 2,255

ニチコン亀岡株式会社
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任
土地・建物等貸与

資金の貸付（注１）
利息の受取（注１）

767

54
長期貸付金
（注２）

5,283

ニチコン大野株式会社
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任
土地・建物等貸与

製品の仕入（注３）
利息の受取（注１）

13,873

26

買 掛 金
長期貸付金
（注２）

2,575
2,367

ニチコン岩手株式会社
所有
直接 100％

役員の兼任
土地・建物等貸与

製品の仕入（注３） 7,851 買 掛 金 3,678

株式会社ユタカ電機製作所
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任

利息の受取（注１） 33
長期貸付金
（注２）

3,000

ニチコン(オーストリア）
ゲー・エム・ベー・ハー

所有
直接 100％

役員の兼任 製品の販売（注３） 5,245 売 掛 金 1,861

ニチコン(香港)リミテッド
所有
直接 100％

役員の兼任 製品の販売（注３） 4,072 売 掛 金 1,969

ニチコン(台湾)カンパニー
リミテッド

所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任

製品の販売（注３） 3,163 売 掛 金 981

ニチコン エレクトロニク
ス トレーディング(上海)
カンパニー リミテッド

所有
直接  80％
間接  20％

役員の兼任 製品の販売（注３） 5,525 売 掛 金 1,612

ニチコン エレクトロニクス
(無錫)カンパニー リミテッド

所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任

技術指導料（注４） 297 その他流動資産 69

（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりま
せん。

２．子会社への長期貸付金に対し、合計6,794百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において
合計368百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

３．製品・原材料の仕入・販売については、市場価格等を参考に決定しております。

４．技術指導料については、契約により販売実績を基礎として決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,116円16銭
(2) １株当たり当期純利益 ７円29銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

10．その他の注記
記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 35 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月６日

ニチコン株式会社
取 締 役 会　　御 中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 尾 雅 芳 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 須 藤 英 哉 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ニチコン株式会社の平成28年４月１
日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含
まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、ニチコン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

強調事項
　注記事項（各国競争当局の調査について）に記載されているとおり、会社グループはコンデ
ンサの販売に関する欧州競争法違反嫌疑についての異議告知書を受領しているほか、米国等の
当局による調査を受けている。さらに、米国及びカナダにおいて、会社グループに対してクラ
スアクションが提起されている。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上

－ 36 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2017/05/29 14:13:50 / 16269037_ニチコン株式会社_招集通知（Ｃ）

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月６日

ニチコン株式会社
取 締 役 会　　御 中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 尾 雅 芳 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 須 藤 英 哉 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ニチコン株式会社の平成28年
４月１日から平成29年３月31日までの第82期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びそ
の附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が
採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項
注記事項（各国競争当局の調査について）に記載されているとおり、会社グループはコンデ

ンサの販売に関する欧州競争法違反嫌疑についての異議告知書を受領しているほか、米国等の
当局による調査を受けている。さらに、米国及びカナダにおいて、会社グループに対してクラ
スアクションが提起されている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上

－ 37 －
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第82期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告に基づき審議のうえ、
本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人か
ら、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査
致しました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意
思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る
企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針に
ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告およびその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）およ
びその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書、連結注記表）について検討いたしました。

－ 38 －

監査役会の監査報告謄本
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　　なお、事業報告記載の通り、当社および当社の一部の海外販売子会社は、

平成26年３月以降、アルミ電解コンデンサおよびタンタル電解コンデンサの

販売に関し、過去に独占禁止法および各国競争法に違反していた疑いがある

として、公正取引委員会ならびに米国およびＥＵをはじめとした海外競争当

局から調査を受けていました。当社は、平成28年３月、日本の公正取引委員

会より、排除措置命令および課徴金納付命令を受け、同年９月、各命令にお

ける認定および判断を不服として取消訴訟を提起し、現在も審理が継続中で

す。監査役会といたしましては、当社グループが法令遵守の徹底に取組んで

いることを確認しており、引続き法令遵守体制と企業倫理の一層の強化、徹

底が為されるよう監査の充実に努めてまいります。

④　事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、

指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類、その附属明細書ならびに連結計算書類の監査結果

　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当で

あると認めます。

平成29年５月11日

ニチコン株式会社　監査役会

常勤監査役 荒 木 幸 彦

常勤監査役 阿 部 　 惇

社外監査役 大 西 英 樹

社外監査役 森 瀬 正 博

以　上

－ 39 －

監査役会の監査報告謄本
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識し、企業価値の拡大

と企業体質の強化を図り、利益を増加させることにより配当の安定的増加に努め

ることを基本としております。

　期末配当につきましては、上記の方針と内部留保の蓄積等を勘案し、以下のと

おりといたしたいと存じます。

　これにより１株につき年間配当21円（前期実績に比べ１円の増配）となります。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金11円　総額766,029,583円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月30日

第２号議案　取締役７名選任の件

　取締役全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、あらためて取締役７名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

１

た け

武
だ

田
い っ

一
ぺ い

平

昭和16年１月11日生

昭和38年３月　当社入社

昭和53年２月　ニチコン（アメリカ）コーポレーション　

代表取締役

昭和58年６月　当社取締役

昭和58年12月　当社国際部長

平成７年７月　当社大野工場長兼海外営業担当

平成９年６月　当社常務取締役

平成10年６月　当社代表取締役社長

平成15年６月　当社代表取締役社長 執行役員社長

平成19年６月　当社代表取締役会長 執行役員会長

平成25年６月　当社代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）

15,000株

－ 40 －

剰余金処分議案、取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

２

よ し

吉
だ

田
し げ

茂
お

雄

昭和34年９月７日生

昭和57年４月　当社入社

昭和63年８月　ニチコン（シンガポール）プライベート

　　　　　　　リミテッドマネージャー

平成15年６月　当社営業本部海外営業部長代理

平成16年11月　当社電源センター管理部長

平成19年４月　ニチコン（香港）リミテッド董事総経理

平成20年11月　当社東アジア販売統括

平成21年６月　当社取締役

 　　　　　　 当社執行役員

　　　　　　　当社営業本部長

平成23年５月　当社生産本部長

平成23年７月　当社執行役員常務

平成24年10月　ニチコン製箔株式会社 代表取締役

平成25年６月　当社代表取締役社長 ＣＯＯ(現任)

10,000株

３

ち か

近
の

野
 

　
ひとし

斉

昭和35年12月５日生

昭和58年４月　当社入社

平成２年３月　ニチコン（香港）リミテッドマネージャー

平成15年６月　当社ＩＲ室長

平成16年８月　当社管理本部経理部長兼ＩＲ室長

平成16年12月　当社管理本部経理部長

平成18年６月　当社執行役員

平成19年６月　当社取締役（現任）

当社管理本部長

平成20年７月　当社執行役員常務

平成22年２月　当社ＩＲ室長（現任）

平成25年10月　当社経理本部長（現任）

平成27年７月　当社上席執行役員常務（現任）

5,000株

４

や

矢
の

野
あ き

明
ひ ろ

弘

昭和32年12月18日生

昭和55年４月　パイオニア株式会社入社

平成13年４月　パイオニア ヨーロッパ エヌ ブイ 取締役

経営企画部長

平成17年５月　パイオニア エレクトロニクス ドイツランド

ゲー・エム・ベー・ハー 代表取締役社長

平成21年12月　当社入社 生産本部生産管理部副部長

平成22年10月　当社企画本部副本部長

平成23年５月　当社企画本部長（現任）

平成23年７月　当社執行役員

平成25年６月　当社取締役（現任）

平成27年７月　当社執行役員常務（現任）

3,000株

－ 41 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

５

ま つ

松
し げ

重
か ず

和
み

美

昭和22年８月15日生

昭和56年４月　九州大学応用力学研究所助教授

平成２年５月　同大学工学部教授

平成５年４月　京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授

平成８年７月　同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ

ー施設長

平成13年４月　同大学国際融合創造センター長

平成16年４月　同大学副学長（産学連携・知財担当）

平成17年４月　同大学国際イノベーション機構長

平成24年４月　同大学名誉教授（現任）

　　　　　　　龍谷大学特別任用教授

平成24年６月　当社取締役（現任）

平成25年４月　四国大学・四国大学短期大学部学長（現任）

平成28年６月　阿波製紙株式会社取締役（現任）

2,000株

６

か つ

勝
た

田
や す

泰
ひ さ

久

昭和17年２月20日生

昭和40年４月　株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀

行）入行

平成３年７月　同行取締役本店営業部長

平成13年６月　同行代表取締役頭取

平成14年10月　株式会社りそなホールディングス代表取締役社長

平成15年３月　株式会社りそな銀行代表取締役頭取

平成17年４月　大阪経済大学経営情報学部特任教授

平成17年６月　船井電機株式会社取締役

平成18年６月　大塚製薬株式会社監査役（現任）

平成20年７月　大阪経済大学理事長

平成26年７月　同大学理事（現任）

平成27年６月　当社取締役（現任）

0株

－ 42 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

７

あ い

相
きょう

亰
し げ

重
の ぶ

信

昭和24年10月１日生

昭和47年４月　株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀

行）入行

平成17年６月　同行常務取締役兼常務執行役員

平成18年４月　同行取締役兼専務執行役員

　　　　　　　株式会社三井住友フィナンシャルグループ

専務執行役員

平成19年４月　株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員

法人部門統括責任役員

平成22年４月　日興コーディアル証券株式会社代表取締役会長

平成23年４月　SMBC日興証券株式会社代表取締役会長

平成27年６月　橋本総業ホールディングス株式会社取締役

（現任）

平成28年３月　三井海洋開発株式会社取締役（現任）

平成28年６月　三洋化成工業株式会社取締役（現任）

平成28年６月　株式会社ダイヘン取締役（現任）

平成28年６月　SCSK株式会社取締役（現任）

平成28年６月　当社取締役（現任）

0株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．松重和美氏は、社外取締役候補者であります。同候補者は、大学教授を歴任しており、学識者

としての高い見識と豊富な経験をいかして、当社経営に適切な助言をいただくことで、当社経
営体制がさらに強化できると判断し、候補者といたしました。なお、同候補者は、直接会社経
営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂
行いただけるものと判断いたします。また、同候補者が当社の社外取締役に就任してからの年
数は、本総会終結の時をもって５年となります。

　　　３．勝田泰久氏は、社外取締役候補者であります。同候補者は、長年金融業務に携わっており、財
務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役、監査役、大学教
授を歴任された経験をいかして、当社経営に適切な助言をいただくことで、当社経営体制がさ
らに強化できると判断し、候補者といたしました。また、同候補者が当社の社外取締役に就任
してからの年数は、本総会終結の時をもって２年となります。

　　　４．相亰重信氏は、社外取締役候補者であります。同候補者は、長年金融業務に携わっており、財
務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験
をいかして、当社経営に適切な助言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判
断し、候補者といたしました。また、同候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数は、
本総会終結の時をもって１年となります。

　　　５．当社は、松重和美氏、勝田泰久氏および相亰重信氏との間で会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、各氏が再任された場合には、各
氏との間で当該契約を継続する予定であります。

　　　６．当社は、松重和美氏、勝田泰久氏および相亰重信氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として指定し、同取引所に届け出ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 43 －

取締役選任議案
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